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国
民
保
護
と
は

　

国
民
保
護
と
は
、
有
事
の
際
に
、
国
・
都

道
府
県
・
市
町
村
が
連
携
し
て
迅
速
に
避
難

誘
導
や
救
援
活
動
な
ど
を
行
い
、
市
民
の
生

命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

台
風
な
ど
の
自
然
災
害
に
対
し
て
は
、
従

来
か
ら
災
害
対
策
基
本
法
や
災
害
救
助
法
な

ど
の
整
備
に
よ
っ
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
生

命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
手
段
や
方
法
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
日
本
が
も
し
武
力
攻
撃
を
受
け

た
場
合
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
、
ど
の
よ

う
な
措
置
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
の
法
律

は
、
戦
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
未
整
備

で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
同
時
多
発
テ
ロ
や

北
朝
鮮
問
題
を
契
機
に
有
事
法
制
が
国
会
で

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
15
年
か
ら

16
年
に
か
け
て
、
有
事
関
連
法
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
が
「
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
」（
国
民
保
護
法
）
で
す
。

国
民
保
護
法
と
は

　

国
民
保
護
法
は
、
有
事
の
際
に
国
民
の
生

命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
武
力
攻
撃

の
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響

が
最
小
と
な
る
よ
う
に
、
国
、
地
方
公
共
団

体
な
ど
の
責
務
、
住
民
の
避
難
に
関
す
る
措

置
、
避
難
住
民
等
の
救
援
に
関
す
る
措
置
等

を
定
め
る
こ
と
で
、
国
全
体
と
し
て
万
全
の

態
勢
を
整
備
し
、
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

八
代
市
国
民
保
護
計
画

　

市
で
は
、
国
民
保
護
法
に
基
づ
き
、
国
民

保
護
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
計
画
で
は
、
普

段
か
ら
準
備
し
て
お
く
事
項
、
有
事
の
際
の

市
の
実
施
体
制
、
警
報
の
伝
達
、
住
民
の
避

八
代
市
国
民
保
護
計
画
素
案
に
つ
い
て
難
誘
導
、
有
事
な
ど
が
終
わ
っ
た
後
の
元
の

生
活
を
取
り
戻
す
ま
で
の
こ
と
を
定
め
ま
す
。

計
画
の
主
な
内
容

第
1
編　

総
論

　

国
民
保
護
措
置
に
関
す
る
基
本
方
針
、
関

係
機
関
の
事
務
・
業
務
の
大
綱
、
本
市
の
特

性
、
対
象
と
す
る
事
態
等
に
つ
い
て

第
2
編　

平
素
か
ら
の
備
え
や
予
防

　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
備
え
た
平
素
か
ら
の

体
制
整
備
や
備
蓄
、
訓
練
、
普
及
啓
発
に
つ

い
て

第
3
編　

武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処

　

市
対
策
本
部
の
設
置
、
警
報
の
伝
達
、
避

難
住
民
の
誘
導
、
救
援
、
安
否
情
報
の
収
集
・

提
供
な
ど
実
際
に
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
際

の
市
の
対
処
法
に
つ
い
て

第
4
編　

復
旧

　

応
急
の
復
旧
及
び
事
態
終
息
後
の
復
旧
に

つ
い
て

第
5
編　

緊
急
対
処
事
態
へ
の
対
処

　

警
報
の
通
知
や
伝
達
な
ど
大
規
模
テ
ロ
等

の
緊
急
対
処
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
市
の

対
処
法
に
つ
い
て

素
案
に
対
す
る
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
平
成
18
年
度
中
に
八
代
市
国
民

保
護
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、そ
の
「
素
案
」

に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、

市
の
諮
問
機
関
で
あ
る
八
代
市
国
民
保
護
協

議
会
に
提
出
し
、
計
画
づ
く
り
に
反
映
さ
せ

ま
す
。

　

素
案
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
本

庁
舎
1
階
情
報
プ
ラ
ザ
、
各
支
所
総
務
課
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ご
意
見
は
、
は
が
き
、
封
書
、
フ
ァ
ッ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で
9
月
30
日
㈯
ま
で
に
左
記

へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

〜
計
画
づ
く
り
に
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

ご意見の送付・問合せ先

〒 866 － 8601

八代市松江城町 1 － 25

八代市役所防災危機管理課

☎ 33 － 4112 FAX35 － 2009

E メール

bosaikiki@city.yatsushiro.lg.jp

国　民（協力）

被
害
の
最
小
化

被
害
の
最
小
化

国

都道府県

指定 ( 地方 ) 公共機関

市町村

警報の発令 化学剤などへの
対処、物価安定

避難の指示
救援

警戒区域の
設定

警報などの
放送

電気・ガスな
どの安定供給

▲

避難住民の
誘導

発電所など
の安全確保

避難誘導・救援
訓練への参加

消火・被災者の
救助

避難措置・救援指示

▲

緊急通報の発令
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国民の保護のための仕組み


